
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号

工
場
抵
当
登
記
規
則

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
工
場
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法

律
第
五
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
二
条
並
び

に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
の
規
定

を
実
施
す
る
た
め
、
工
場
抵
当
登
記
取
扱
手
続
（
明
治
三
十
八
年
司
法
省
令
第
十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
す
る
抵
当
権
の
登
記
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
工
場
財
団
の
登
記

第
一
節
　
総
則
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
二
節
　
工
場
財
団
目
録
（
第
七
条―

第
十
七
条
）

第
三
節
　
工
場
財
団
の
登
記
手
続

第
一
款
　
通
則
（
第
十
八
条―

第
二
十
条
）

第
二
款
　
所
有
権
の
保
存
の
登
記
（
第
二
十
一
条―

第
二
十
五
条
）

第
三
款
　
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
（
第
二
十
六
条
）

第
四
款
　
表
題
部
の
変
更
の
登
記
等
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
五
条
）

第
四
節
　
補
則
（
第
三
十
六
条―

第
三
十
八
条
）

第
三
章
　
雑
則
（
第
三
十
九
条―

第
四
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
す
る
抵
当
権
の
登
記

（
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
に
つ
い
て
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
の
申
請
情
報
）

第
一
条
　
工
場
抵
当
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
不
動
産
登
記

令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
三
条
各
号
（
第
十
号
並
び
に
第
十
一
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
を
作
成
し
た
旨
の
記
録
）

第
二
条
　
登
記
官
は
、
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
に
基
づ
く
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
を
す
る
と
き
は
、
当

該
抵
当
権
の
登
記
の
末
尾
に
、
同
条
第
二
項
の
目
録
を
作
成
し
た
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
及
び
こ
れ
に
記
録
す
べ
き
情
報
へ
の
工
場
財
団
目
録
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
三
条
　
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
に
つ
い
て
、
第
八
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規

定
は
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
別
記
第
二
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
記
第
一
号
様
式
」
と
す
る
。

（
保
存
期
間
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
は
、
抵
当
権
の
登
記
を
抹
消
し
た
日
か
ら
二
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
章
　
工
場
財
団
の
登
記

第
一
節
　
総
則

（
工
場
財
団
の
登
記
記
録
）

第
五
条
　
登
記
官
は
、
工
場
財
団
に
つ
い
て
初
め
て
登
記
を
し
、
又
は
管
轄
転
属
に
よ
っ
て
移
送
を
受
け
た
と
き

は
、
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
に
、
こ
れ
ら
の
順
序
に
従
っ
て
登
記
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
権
利
部
は
、
甲
区
及
び
乙
区
に
区
分
し
、
甲
区
に
は
所
有
権
に
関
す
る
登
記
の
登
記

事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
乙
区
に
は
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
の
登
記
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
動
産
登
記
規
則
の
適
用
関
係
）

第
六
条
　
工
場
財
団
の
登
記
に
係
る
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
令
の
規
定
（
同
令
第
一
条
第
九
号
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
所
在
事
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
令
第
百

八
十
一
条
第
二
項
第
四
号
中
「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
（
第
六
号
及
び
第
九

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
場
の
名
称
及
び
位
置
、
主
た
る
営
業
所
並
び
に
営
業
の
種

類
」
と
す
る
。

第
二
節
　
工
場
財
団
目
録

（
土
地
等
の
記
録
）

第
七
条
　
工
場
財
団
目
録
に
土
地
を
記
録
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、
町
、
村
及
び
字
並

び
に
当
該
土
地
の
地
番
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
工
場
財
団
目
録
に
建
物
を
記
録
す
る
と
き
は
、
当
該
建
物
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、
町
、
村
、
字
及
び
土
地

の
地
番
（
区
分
建
物
で
あ
る
建
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
物
が
属
す
る
一
棟
の
建
物
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、

町
、
村
、
字
及
び
土
地
の
地
番
）
並
び
に
家
屋
番
号
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
工
場
財
団
目
録
に
建
物
以
外
の
工
作
物
を
記
録
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
作
物
の
所
在
す
る
市
、
区
、
郡
、
町
、
村
、
字
及
び
土
地
の
地
番

二
　
種
類

三
　
構
造

四
　
面
積
又
は
延
長

（
機
械
等
の
記
録
）

第
八
条
　
工
場
財
団
目
録
に
機
械
、
器
具
、
電
柱
、
電
線
、
配
置
諸
管
、
軌
条
そ
の
他
の
附
属
物
を
記
録
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
場
財
団
目
録
に
軽
微
な
附
属
物
を
記
録
す
る
と

き
は
、
概
括
し
て
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
種
類

二
　
構
造

三
　
個
数
又
は
延
長

四
　
製
造
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
製
造
の
年
月
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
同
種
類
の
他
の
物
と
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
情
報

（
船
舶
等
の
記
録
）

第
九
条
　
工
場
財
団
目
録
に
船
舶
（
船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
た
船
舶

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
録
す
る
と
き
は
、
同
令
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記

録
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
工
場
財
団
目
録
に
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
録

し
た
小
型
船
舶
を
記
録
す
る
と
き
は
、
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
番
号
及
び
同
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
上
権
の
記
録
）

第
十
条
　
工
場
財
団
目
録
に
地
上
権
を
記
録
す
る
と
き
は
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
地
上

権
の
登
記
の
順
位
番
号
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
賃
借
権
の
記
録
）

第
十
一
条
　
工
場
財
団
目
録
に
不
動
産
又
は
船
舶
の
賃
借
権
を
記
録
す
る
と
き
は
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
賃
借
権
の
登
記
の
順
位
番
号
を
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
工
場
財
団
目
録
に
不
動
産
及
び
船
舶
以
外
の
物
に
関
す
る
賃
借
権
を
記
録
す
る
と
き
は
、
第
七
条
第
三
項
、
第

八
条
、
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
賃
料

二
　
存
続
期
間
又
は
賃
料
の
支
払
時
期
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

三
　
設
定
の
年
月
日

四
　
賃
貸
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
工
業
所
有
権
の
記
録
）

第
十
二
条
　
工
場
財
団
目
録
に
工
業
所
有
権
を
記
録
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

1



一
　
権
利
の
種
類

二
　
権
利
の
名
称

三
　
特
許
番
号
又
は
登
録
番
号

四
　
登
録
の
年
月
日

２
　
工
場
財
団
目
録
に
工
業
所
有
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
、
通
常
実
施
権
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
を

記
録
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
権
利
の
範
囲

二
　
本
権
の
種
類
及
び
名
称

三
　
本
権
の
特
許
番
号
又
は
登
録
番
号

四
　
登
録
の
年
月
日

五
　
本
権
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
自
動
車
の
記
録
）

第
十
三
条
　
工
場
財
団
目
録
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
自
動
車
（
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
）
を
記
録
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
車
名
及
び
型
式

二
　
車
台
番
号

三
　
原
動
機
の
型
式

四
　
自
動
車
登
録
番
号

五
　
使
用
の
本
拠
の
位
置

（
ダ
ム
使
用
権
の
記
録
）

第
十
四
条
　
工
場
財
団
目
録
に
ダ
ム
使
用
権
を
記
録
す
る
と
き
は
、
ダ
ム
使
用
権
登
録
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第

二
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
場
財
団
目
録
の
作
成
単
位
）

第
十
五
条
　
工
場
財
団
目
録
は
、
二
以
上
の
工
場
に
つ
い
て
工
場
財
団
を
設
定
す
る
と
き
は
、
工
場
ご
と
に
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。

（
工
場
の
所
有
者
の
氏
名
等
の
記
録
）

第
十
六
条
　
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
工
場
の
所
有
者
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
各
工
場
の
工
場
財

団
目
録
に
は
、
第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
工
場
財
団
目
録
に
記
録
さ
れ
た
工
場

の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
場
財
団
目
録
の
管
理
）

第
十
七
条
　
登
記
官
は
、
工
場
財
団
目
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
工
場
財
団
目
録
に
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受

付
番
号
並
び
に
登
記
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ

た
工
場
財
団
目
録
に
記
録
す
る
た
め
の
情
報
に
よ
り
作
成
し
た
工
場
財
団
目
録
に
は
、
登
記
番
号
を
記
録
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

第
三
節
　
工
場
財
団
の
登
記
手
続

第
一
款
　
通
則

（
工
場
財
団
の
登
記
の
申
請
情
報
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
こ
の
省
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
各
号
（
第
七
号
、
第
八
号
並
び
に
第
十
一
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

２
　
工
場
財
団
の
登
記
の
申
請
に
係
る
不
動
産
登
記
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
の
規
定
中
「
第
三
条
第

七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
場
の
名
称
及
び
位
置
、
主
た
る
営
業
所
並
び
に
営
業
の

種
類
」
と
す
る
。

（
管
轄
登
記
所
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
の
添
付
情
報
）

第
十
九
条
　
法
第
十
七
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
管
轄
登
記

所
の
指
定
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
登
記
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
管
轄
登
記
所
の
指
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
の
更
正
）

第
二
十
条
　
工
場
財
団
の
登
記
に
お
け
る
不
動
産
登
記
法
第
六
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

中
「
権
利
に
関
す
る
登
記
」
と
あ
る
の
は
、
「
登
記
」
と
す
る
。

第
二
款
　
所
有
権
の
保
存
の
登
記

（
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
添
付
情
報
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
二
条
の
法
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
不
動
産
登
記
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
、
第
五
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
六
号
（
同
令
別
表
の
二
十
八
の
項
添
付
情
報
欄
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
情
報
並
び
に
次
条
に
規
定
す
る
工
場
図
面
と
す
る
。

（
工
場
図
面
）

第
二
十
二
条
　
工
場
図
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
場
に
属
す
る
土
地
及
び
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
方
位
、
形
状
及
び
長
さ
並
び
に
重
要
な
附
属
物

の
配
置

二
　
地
上
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
並
び
に
賃
借
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
及
び
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
方

位
、
形
状
及
び
長
さ

２
　
工
場
図
面
は
、
工
場
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
工
場
の
一
部
に
つ
い
て
工
場
財
団
を
設
定
す
る
と
き
は
、
工
場
図
面
は
、
工
場
財
団
に
属
す
る
部
分
と
こ
れ
に

属
さ
な
い
部
分
と
を
明
確
に
区
分
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
不
動
産
登
記
規
則
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
工
場
図
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
工
場
図
面
の
管
理
）

第
二
十
三
条
　
登
記
官
は
、
所
有
権
の
保
存
の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
工
場
図
面
に
、
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び

受
付
番
号
並
び
に
登
記
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
有
者
を
異
に
す
る
工
場
に
つ
い
て
の
所
有
権
の
保
存
の
登
記
）

第
二
十
四
条
　
所
有
者
を
異
に
す
る
二
以
上
の
工
場
に
つ
い
て
工
場
財
団
の
所
有
権
の
保
存
の
登
記
を
申
請
す
る
場

合
に
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
項
の
ほ
か
、
当
該
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
。

２
　
登
記
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
基
づ
く
登
記
を
す
る
と
き
は
、
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
に
当

該
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
財
団
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
を
記
載
し
た
書
面
）

第
二
十
五
条
　
工
場
財
団
の
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請
を
書
面
申
請
に
よ
り
す
る
と
き
は
、
申
請
人
は
、
別
記

第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
に
工
場
財
団
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
書
面
に
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
（
委
任
に
よ
る
代
理
人
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
書
面
が
二
枚
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
は
、
各
用
紙
に
当

該
用
紙
が
何
枚
目
で
あ
る
か
を
記
載
し
、
各
用
紙
の
つ
づ
り
目
に
契
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
人
が
す
れ
ば
足
り
る
。

４
　
第
十
五
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
款
　
抵
当
権
に
関
す
る
登
記

（
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
の
申
請
情
報
）

第
二
十
六
条
　
工
場
財
団
に
つ
い
て
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
第

十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
に
代
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
。

一
　
不
動
産
登
記
令
別
表
の
五
十
五
の
項
申
請
情
報
欄
ハ
　
一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的

と
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
を
し
た
後
、
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
他
の
一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に

関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
は
、
前
の
登
記
に
係
る
登
記
番
号
及
び

順
位
番
号
（
申
請
を
受
け
る
登
記
所
に
当
該
前
の
登
記
に
係
る
共
同
担
保
目
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共

同
担
保
目
録
の
記
号
及
び
目
録
番
号
）
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二
　
不
動
産
登
記
令
別
表
の
五
十
六
の
項
申
請
情
報
欄
ニ
　
一
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵

当
権
の
設
定
の
登
記
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
（
民

法
第
三
百
九
十
八
条
の
十
六
の
登
記
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
他
の

一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
及
び
同
条
の
登
記
を
申

請
す
る
場
合
は
、
前
の
登
記
に
係
る
登
記
番
号
及
び
順
位
番
号
並
び
に
申
請
を
受
け
る
登
記
所
に
当
該
前
の
登

記
に
係
る
共
同
担
保
目
録
が
あ
る
と
き
は
共
同
担
保
目
録
の
記
号
及
び
目
録
番
号

三
　
不
動
産
登
記
令
別
表
の
五
十
八
の
項
申
請
情
報
欄
ハ
　
一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的

と
す
る
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
を
し
た
後
、
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
他
の
一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に

関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
処
分
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
は
、
前
の
登
記
に
係
る
登
記
番
号
及
び

順
位
番
号
（
申
請
を
受
け
る
登
記
所
に
当
該
前
の
登
記
に
係
る
共
同
担
保
目
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共

同
担
保
目
録
の
記
号
及
び
目
録
番
号
）

四
　
不
動
産
登
記
令
別
表
の
五
十
八
の
項
申
請
情
報
欄
ヘ
　
一
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵

当
権
の
設
定
の
登
記
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
（
民

法
第
三
百
九
十
八
条
の
十
六
の
登
記
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
後
、
同
一
の
債
権
の
担
保
と
し
て
他
の

一
又
は
二
以
上
の
工
場
財
団
に
関
す
る
権
利
を
目
的
と
す
る
根
抵
当
権
の
処
分
の
登
記
及
び
同
条
の
登
記
を
申

請
す
る
場
合
は
、
前
の
登
記
に
係
る
登
記
番
号
及
び
順
位
番
号
並
び
に
申
請
を
受
け
る
登
記
所
に
当
該
前
の
登

記
に
係
る
共
同
担
保
目
録
が
あ
る
と
き
は
共
同
担
保
目
録
の
記
号
及
び
目
録
番
号

第
四
款
　
表
題
部
の
変
更
の
登
記
等

（
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請
情
報
等
）

第
二
十
七
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
登
記
事
項
に
関
す
る
変
更
の
登
記
又
は
更
正
の
登
記
の
申
請

を
す
る
場
合
に
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
情
報
の
内
容
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
変
更
後
又
は
更
正
後
の
登
記

事
項
と
す
る
。

２
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
場
財
団
を
組
成
す
る
工

場
が
申
請
を
受
け
た
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
の
登
記
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
工
場
財
団
の
分
割
の
場
合
に
お
け
る
抵
当
権
の
登
記
の
抹
消
等
）

第
二
十
八
条
　
登
記
官
は
、
甲
工
場
財
団
を
分
割
し
て
そ
の
一
部
を
乙
工
場
財
団
と
す
る
分
割
の
登
記
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
法
第
四
十
二
条
ノ
六
第
一
項
の
記
録
を
す
る
と
き
は
、
乙
工
場
財
団
に
つ
い
て
新
た
な
登
記
記
録
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
二
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
抵
当
権
が
消
滅
す
る
と
き
は
、
職
権

で
、
乙
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
に
、
分
割
に
よ
り
抵
当
権
が
消
滅
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
登
記
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
甲
工
場
財
団
に
つ
い
て
の
抵
当
権
の
登
記
の
全
部
が
抹
消
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
乙
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
工
場
財
団
の
分
割
の
場
合
の
工
場
財
団
目
録
の
記
録
方
法
等
）

第
二
十
九
条
　
登
記
官
は
、
法
第
四
十
二
条
ノ
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
場
財
団
目
録
の
分
離
を
す
る
と
き
は
、

乙
工
場
財
団
の
工
場
財
団
目
録
に
、
甲
工
場
財
団
の
分
割
に
よ
り
分
離
し
た
旨
、
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受

付
番
号
、
乙
工
場
財
団
の
登
記
番
号
並
び
に
分
離
前
の
登
記
番
号
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
登
記
官
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
乙
工
場
財
団
に
属
す
る
工
場
の
工
場
図
面
に
、
登
記
番
号
及
び
分
離
前
の
登

記
番
号
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
は
、
甲
工
場
財
団
の
工
場
財
団
目
録
に
、
乙
工
場
財
団
の
工
場
財
団
目
録
を
分
離
し
た
旨
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
四
十
二
条
ノ
六
第
四
項
の
登
記
官
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
登
記
記
録
に
登
記
官
の
識
別
番
号
を
記
録

す
る
措
置
と
す
る
。

（
工
場
の
所
有
者
が
異
な
る
工
場
財
団
の
分
割
の
場
合
に
お
け
る
登
記
記
録
の
記
録
方
法
）

第
三
十
条
　
登
記
官
は
、
法
第
四
十
二
条
ノ
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
権
に
関
す
る
事
項
を
転
写
す
る
場
合
に

お
い
て
、
甲
工
場
財
団
を
組
成
す
る
二
以
上
の
工
場
の
所
有
者
が
異
な
る
と
き
は
、
乙
工
場
財
団
の
登
記
記
録

に
、
甲
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
う
ち
乙
工
場
財
団
を
組
成
す
る
工
場
の
所
有
者
に
関
す
る
事
項
を
転
写
し
、
分

割
の
登
記
に
係
る
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
記
官
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
甲
工
場
財
団
の
登
記
記
録
に
、
そ
の
旨
を
当
該
所
有
権
の
登
記
に
つ
い
て
す

る
付
記
登
記
に
よ
っ
て
記
録
し
、
か
つ
、
甲
工
場
財
団
を
組
成
す
る
工
場
の
所
有
者
以
外
の
所
有
者
に
関
す
る
事

項
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
財
団
の
分
割
の
場
合
に
お
け
る
登
記
記
録
等
の
移
送
）

第
三
十
一
条
　
甲
工
場
財
団
を
分
割
し
て
そ
の
一
部
を
乙
工
場
財
団
と
す
る
分
割
の
登
記
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

乙
工
場
財
団
を
組
成
す
る
工
場
が
申
請
を
受
け
た
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
登
記

官
は
、
分
割
の
登
記
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
乙
工
場
財
団
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
乙
工
場
財
団
に
関
す
る
登
記

記
録
及
び
工
場
財
団
登
記
簿
の
附
属
書
類
（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
工
場
財
団
登
記
簿
の
附
属
書
類
を

含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
謄
本
並
び
に
工
場
財
団
目
録
を
移
送
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
を
し
よ
う
と
す
る
工
場
財
団
が
二
以
上
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
）

第
三
十
二
条
　
合
併
を
し
よ
う
と
す
る
工
場
財
団
が
二
以
上
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
合

併
の
登
記
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
受
け
た
登
記
所
の
登
記
官
は
、
当
該
工
場
財
団
を
管
轄
す
る

他
の
登
記
所
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
登
記
所
の
登
記
官
は
、
遅
滞
な
く
、
合
併
を
す
る
工
場
財
団
に
関
す
る
登
記
記
録
及
び

工
場
財
団
登
記
簿
の
附
属
書
類
又
は
そ
の
謄
本
並
び
に
工
場
財
団
目
録
を
管
轄
登
記
所
に
移
送
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
工
場
財
団
に
関
す
る
登
記
で
あ
っ
て
所
有
権
の
登
記
以
外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

３
　
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
登
記
官
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
第
一
項
の
通
知
を
し
た

登
記
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
場
財
団
の
合
併
の
場
合
に
お
け
る
登
記
記
録
の
記
録
方
法
等
）

第
三
十
三
条
　
登
記
官
は
、
法
第
四
十
二
条
ノ
七
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
乙
工
場
財
団
に
つ
い
て
の
抵
当
権
の
登

記
の
全
部
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
甲
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
不
動
産
登
記
規
則
第
百
七
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
ノ
七
第
一
項
の
場
合

に
お
け
る
甲
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
記
録
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
登
記
官
は
、
法
第
四
十
二
条
ノ
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
甲
工
場
財
団
の
工
場
財
団
目
録
及
び
乙
工
場
財
団
の

工
場
財
団
目
録
を
合
併
後
の
工
場
財
団
の
工
場
財
団
目
録
と
す
る
と
き
は
、
各
工
場
財
団
目
録
に
、
合
併
に
よ
り

合
併
後
の
工
場
財
団
目
録
と
し
た
旨
、
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号
、
合
併
後
の
登
記
番
号
並
び
に
合

併
前
の
登
記
番
号
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
登
記
官
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
乙
工
場
財
団
に
属
し
た
工
場
の
工
場
図
面
に
、
登
記
番
号
及
び
合
併
前
の
登

記
番
号
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
四
十
二
条
ノ
七
第
四
項
の
登
記
官
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
登
記
記
録
に
登
記
官
の
識
別
番
号
を
記
録

す
る
措
置
と
す
る
。

（
変
更
後
の
工
場
図
面
の
提
供
）

第
三
十
四
条
　
工
場
財
団
目
録
の
記
録
の
変
更
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
場
図
面
に
変
更
が
あ
る
と

き
は
、
変
更
後
の
工
場
図
面
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
記
官
は
、
前
項
の
申
請
（
工
場
図
面
を
添
付
情
報
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
登
記
を
し
た
と
き
は
、

当
該
工
場
図
面
に
、
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
財
団
の
消
滅
の
登
記
）

第
三
十
五
条
　
登
記
官
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
工
場
財
団
が
消
滅
し
た
旨
を
記
録
す
る
と
き

は
、
当
該
工
場
財
団
の
登
記
記
録
の
表
題
部
の
登
記
事
項
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
、
当
該
登
記
記
録
を
閉
鎖

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
節
　
補
則

（
保
存
期
間
）

第
三
十
六
条
　
工
場
財
団
目
録
及
び
工
場
図
面
は
、
工
場
財
団
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
た
日
か
ら
二
十
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
図
面
の
管
理
）

第
三
十
七
条
　
登
記
所
に
は
、
工
場
図
面
つ
づ
り
込
み
帳
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
工
場
図
面
つ
づ
り
込
み
帳
に
は
、
書
面
申
請
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
工
場
図
面
を
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

（
登
記
識
別
情
報
の
通
知
等
）

第
三
十
八
条
　
不
動
産
登
記
法
第
二
十
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
登
記
識
別
情
報
を
通
知
す
る
と
き
又
は
不
動
産
登

記
規
則
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
が
完
了
し
た
旨
を
通
知
す
る
と
き
は
、
登
記
番
号
も
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
雑
則

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
）

第
三
十
九
条
　
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
証
明
を
求
め
る
と
き
は
、
不
動
産
登
記

規
則
第
百
九
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
証
明
を
求
め
る
旨
も
請
求
情
報
の
内
容
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
工
場
財
団
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
場
財
団
目
録

に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
証
明
を
求
め
る
と
き
は
、
不
動
産
登
記
規
則
第
百
九
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
証
明
を
求
め
る
旨
も
請
求
情
報
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
記
事
項
証
明
書
の
作
成
及
び
交
付
）

第
四
十
条
　
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
作
成
す
る
登
記
事
項
証
明
書
の
う
ち
法
第
三
条

第
二
項
の
目
録
に
係
る
部
分
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
工
場
財
団
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
作
成
す
る
登
記
事
項
証
明
書
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
登
記
記
録
に
記
録
し
た
事
項
の
一
部
に
つ
い
て
の
登
記
事
項
証
明

書
に
つ
い
て
は
適
宜
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
工
場
財
団
の
登
記
記
録
　
別
記
第
三
号
様
式

二
　
工
場
財
団
目
録
　
別
記
第
二
号
様
式

３
　
工
場
に
属
す
る
土
地
又
は
建
物
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
登
記
事
項
証
明
書
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第

三
条
第
二
項
の
目
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
証
明
を
求
め
る
旨
が
請
求
情
報
の
内
容
と
さ
れ
て
い
な
い
と

き
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
工
場
財
団
の
登
記
記
録
に
つ
い
て
登
記
事
項
証
明
書
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
工
場
財
団
目
録
に
記
録
さ

れ
た
事
項
に
つ
い
て
証
明
を
求
め
る
旨
が
請
求
情
報
の
内
容
と
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
工
場
財
団
目
録
に
記
録

さ
れ
た
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
場
図
面
の
写
し
の
交
付
）

第
四
十
一
条
　
工
場
財
団
の
登
記
に
関
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
一
条
及
び
不
動
産
登
記
令
第
二
十
一
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
土
地
所
在
図
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
場
図
面
」
と
す
る
。

（
登
記
の
嘱
託
）

第
四
十
二
条
　
こ
の
省
令
中
「
申
請
」
、
「
申
請
人
」
及
び
「
申
請
情
報
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
嘱
託
、
嘱
託
者
及
び
嘱

託
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
改
正
後
の
工
場
抵
当
登
記
規
則
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
前
の
工
場
抵
当
登
記

取
扱
手
続
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
旧
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
新
令
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
未
指
定
事
務
に
係
る
旧
登
記
簿
）

第
三
条
　
新
令
第
五
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
不
動
産
登
記
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
第
三
条
指
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
事
務
に
つ
い
て
、
そ
の
第
三
条
指
定
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
第
三
条
指
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
事
務
（
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
登
記
簿
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
に
係
る
旧
登
記
簿
（
不
動
産
登
記
法
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
工
場

財
団
登
記
簿
を
い
い
、
不
動
産
登
記
法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
改
正
前
の
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
閉

鎖
登
記
簿
（
工
場
財
団
登
記
簿
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
二
条
か

ら
第
三
条
ノ
六
ま
で
、
第
十
六
条
（
旧
令
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
ノ
七
及

び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
令
第
三
条
中
「
不
動
産
登
記

法
施
行
細
則
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
附
則
第
四

条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
仍
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ
ル
不
動
産
登
記
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年

司
法
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
旧
細
則
」
ト
称
ス
）
第
五
十
二
条
」
と
、
旧
令
第
三
条
ノ
六
第
二
項
中
「
不
動
産

登
記
法
施
行
細
則
第
七
条
第
二
項
及
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
四
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
仍
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ
ル
旧
細
則
第
七
条
第
二
項
及
第
三
項
」
と
す
る
。

３
　
第
三
条
指
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
項
の
事
務
に
つ
い
て
の
新
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
本
則

中
「
登
記
記
録
」
と
あ
る
の
は
、
「
登
記
用
紙
」
と
す
る
。

４
　
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
事
務
に
お
い
て
登
記
用
紙
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
す
る

に
は
、
当
該
事
項
を
朱
抹
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
事
務
に
お
い
て
登
記
用
紙
に
登
記
官
の
識
別
番
号
を
記
録
す
る
に
は
、
登
記
用

紙
に
登
記
官
が
登
記
官
印
を
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
る
登
記
所
か
ら
の
移
送
）

第
四
条
　
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
工
場
の
所
在
地
が
当
該
工
場
に
属
す
る
土

地
又
は
建
物
の
登
記
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
る
甲
登
記
所
の
管
轄
か
ら
当
該
事
務
に
つ

い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
乙
登
記
所
の
管
轄
に
転
属
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
の

移
送
及
び
作
成
に
つ
い
て
、
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
七
条
の
規
定
は
工
場
の
所
在
地
が
当
該
工
場
に
係
る
工
場

財
団
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
る
甲
登
記
所
の
管
轄
か
ら
当
該
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指

定
を
受
け
て
い
な
い
乙
登
記
所
の
管
轄
に
転
属
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
登
記
所
か
ら
の
移
送
）

第
五
条
　
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
工
場
の
所
在
地
が
当
該
工
場
に
属
す
る
土

地
又
は
建
物
の
登
記
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
甲
登
記
所
の
管
轄
か
ら
当
該
事
務
に

つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
る
乙
登
記
所
の
管
轄
に
転
属
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
の

移
送
及
び
作
成
に
つ
い
て
、
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
八
条
の
規
定
は
工
場
の
所
在
地
が
当
該
工
場
に
係
る
工
場

財
団
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
甲
登
記
所
の
管
轄
か
ら
当
該
事
務
に
つ
い
て
第
三
条

指
定
を
受
け
て
い
る
乙
登
記
所
の
管
轄
に
転
属
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
工
場
財
団
目
録
等
の
経
過
措
置
）

第
六
条
　
工
場
財
団
目
録
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
第
三
条
指
定
を
受
け
て
い
な
い
登
記
所
（
以
下
「
工
場
財
団
目

録
未
指
定
登
記
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
工
場
財
団
目
録
つ
づ
り
込
み
帳
を
備
え
る
。

２
　
工
場
財
団
目
録
未
指
定
登
記
所
に
お
い
て
電
子
申
請
に
よ
り
工
場
財
団
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
が
提
供
さ
れ

た
と
き
は
、
登
記
官
は
、
書
面
で
工
場
財
団
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
工
場
財
団
目
録
は
、
第
一
項
の
工
場
財
団
目
録
つ
づ
り
込
み
帳
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す

る
。
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４
　
工
場
財
団
目
録
未
指
定
登
記
所
に
お
い
て
書
面
申
請
に
よ
り
工
場
財
団
目
録
に
記
録
す
べ
き
情
報
を
記
載
し
た

書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
書
面
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
工
場
財
団
目
録
と
み
な
す
。
こ
の
場
合

に
は
、
当
該
書
面
は
、
不
動
産
登
記
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
工
場
財
団
目
録
つ
づ
り

込
み
帳
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。

５
　
旧
令
第
十
六
条
の
規
定
は
、
工
場
財
団
目
録
未
指
定
登
記
所
の
工
場
財
団
目
録
に
つ
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

６
　
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
工
場
財
団
目
録
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
」
と
す
る
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
登
記
所
に
備
え
付
け
て
あ
る
工
場
財
団
目
録
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項

の
工
場
財
団
目
録
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
登
記
所
に
備
え
付
け
て
あ
る
整
備
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
場
抵

当
法
第
三
条
の
目
録
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
と
み
な
す
。

（
工
場
財
団
目
録
等
の
改
製
）

第
八
条
　
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
目
録
及
び
工
場
財
団
目
録
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
不
動
産
登
記
法
附
則
第
六
条
の
指
定
前
の
登
記
手
続
）

第
九
条
　
工
場
財
団
の
登
記
の
事
務
に
つ
い
て
不
動
産
登
記
法
附
則
第
六
条
の
指
定
（
以
下
「
第
六
条
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
登
記
所
の
登
記
手
続
に
係
る
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
不
動
産
登
記
規
則
附

則
第
十
五
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
不
動
産
所
在
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
場
の
名
称
及
び

位
置
、
主
た
る
営
業
所
及
び
営
業
の
種
類
」
と
す
る
。

２
　
旧
令
第
二
十
条
ノ
二
第
四
項
の
規
定
は
、
第
六
条
指
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
第
六
条
指
定
を
受
け
て
い
な

い
登
記
手
続
に
つ
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
申
請
書
ノ
副
本
」
と
あ

る
の
は
、
「
不
動
産
登
記
規
則
附
則
第
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
書
面
」
と
す
る
。

３
　
第
六
条
指
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
各
登
記
所
の
登
記
手
続
に
つ
い
て
の
新
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

新
令
第
三
十
八
条
中
「
不
動
産
登
記
法
第
二
十
一
条
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
登
記
法
附
則
第
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
十
一
条
本
文
」
と
、
「
登
記
識
別
情
報
を
通
知
す
る
と
き
又

は
不
動
産
登
記
規
則
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
が
完
了
し
た
旨
を
通
知
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
登
記
済
証
を
交
付
す
る
」
と
、
「
登
記
番
号
も
通
知
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
登
記
番
号
も
記
載
す
る
」
と

す
る
。

（
民
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
新
令
第
二
十
六
条
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
百
九
十
八
条
の
十
六
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
三
百
九
十
八
条
ノ
十
六
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
〇
日
法
務
省
令
第
六
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
担
保
登
記
規
則
、
不
動
産
等
の
管
轄
登
記
所
の
指
定
に
関
す
る
省
令
、
独
立

行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
の
手
続
に
関
す
る
省
令
、
工
場
抵
当
登
記
規
則
、
立
木
登
記
規

則
、
船
舶
登
記
規
則
、
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
規
則
、
建
設
機
械
登
記
規
則
並
び
に
不
動
産
登
記
法
及
び
不
動
産

登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す

る
省
令
の
規
定
は
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七

日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
一
一
日
法
務
省
令
第
一
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
法
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
不
動
産
登
記
規
則
第
六
十
四
条
、
第
六
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
、
第
百
八
十
二
条
、
第

百
八
十
二
条
の
二
及
び
別
記
第
六
号
の
改
正
規
定
、
第
八
条
の
規
定
、
第
九
条
の
規
定
、
第
十
条
中
船
舶
登
記

規
則
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
（
同
令
第
百
九
十
五
条
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
中
農
業
用
動

産
抵
当
登
記
規
則
第
四
十
条
の
改
正
規
定
（
同
令
第
百
九
十
五
条
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の

規
定
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
　
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
日
法
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
第
一
号
（
第
三
条
及
び
第
四
十
条
第
一
項
関
係
）

別記第一号（第三条及び第四十条第一項関係）表紙工場抵当法第三条第二項の機械器具等の目録抵当権者株式会社何代表取締役何某抵当権設定者株式会社何代表取締役何某何市何町何番地家屋番号何番の建物（又は何町何番の土地）個数又製造者の氏名種類構造製造年月記号番号予備は延長又は名称  

別
記
第
二
号
（
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）

別記第二号（第二十五条第一項及び第四十条第二項第二号関係）平成年月日受付第号登記番号工事の名称工場財団目録何工場所有者株式会社何代表取締役何某土地の部所在地番予備建物の部所在家屋番号予備工作物（建物を除く）の部所在種類構造面積又は延長予備機械・器具等の部個数又製造者の氏製造記号種類構造配置図番号予備は延長名又は名称年月番号（注）配置図番号欄には、当該機械等の配置を表すため工場図面に付した番号を記載すること。登記船舶の部船名種類船籍港船質総トン数予備登録小型船舶の部船舶の長さ、船舶番号種類船籍港総トン数予備幅及び深さ地上権の部所在地番順位番号予備賃借権の部賃借物の表示順位番号その他予備工業所有権の部種類名称番号登録年月日その他予備登録自動車の部原動機使用の本車名型式車台番号登録番号予備の型式拠の位置ダム使用権の部設定番号位置及び名称設定目的水位及び量予備
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別
記
第
三
号
（
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

別記第三号（第四十条第二項第一号関係）【表題部】（財団表示）調製登記番号【権利部（甲区）】（所有権に関する事項）【受付年月日・受【権利者その他の【順位番号】【原因】【登記の目的】付番号】事項】【権利部（乙区）】（所有権以外の権利に関する事項）【受付年月日・受【権利者その他の【順位番号】【原因】【登記の目的】付番号】事項】  
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